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中国の集団林権制度改革とその評価

要旨

市場経済体制の確立につれて，中国におけ
る林業経営の活性化は国産材や林産物の安定
的な供給や森林資源の保全，農家の所得向上
にとって極めて重要であるが，林地や林木を
めぐる所有権が不明確であるために，林業経
営の活性化が難しい状態にある．本研究は，
1981 年に開始された集団林権制度改革につ
いて整理したうえ，直近の 2003 年以降の制
度改革の特徴と意義を明らかにする．それを
踏まえて，江西省を事例に林木や林地の価格
変化，農家の所得改善や森林資源の保全状況
といった側面から制度改革の効果を検討す
る．

キーワード：  集団林，林権改革，林業関連税，
育林基金

1．はじめに

国際連合食糧農業機関（FAO）の推計によ
れば，世界の森林の 80％は国有林ないし公
有林であり，残りの 20％が私有林・その他
とされている（FAO，2011，p.ⅳ）．中国の
森林はその所有形態によって，国有林と集団
林（中国語：集体林）という二つのカテゴリ
ーに分けられる．国有林は主に中国北部地域
（黒竜江省や吉林省，内モンゴル自治区）と
西北地域（新疆ウィグル自治区や陝西省，甘

粛省，青海省），西南地域（チベット自治区
や雲南省，四川省）に分布しており，森林工
業総局および国有林業局・国有林場といった
国有企業あるいは国有事業組織によって経営
される．集団林とは郷鎮，村，村民小組が集
団で財産所有権１）（以下，「所有権」という）
をもつ林地で，主に長江流域以南の安徽省や
浙江省，福建省，広東省，広西チワン族自治
区，貴州省，湖南省，湖北省，海南省，江西
省の 10 省（以下 ,「南方集団林区」という），
山東省や河北省，河南省，江蘇省の 4省（以
下，「平原 4省」という）に集中して存在し
ている．これらの地域は，以前から人口密度
が高く，森林開発の歴史が長く，経済活動が
活発であるため，天然林は一部しか残ってお
らず，現在林地の大部分は人為的に再生した
ものであり，用途としては木材生産を念頭に
置く用材林のほか，国防，環境保護，科学実
験などの目的に供される特殊用途林や，非木
質林産物の生産を主目的とした特用経済林な
どがある（劉春發，2008）．
近年，市場経済体制の確立に伴って，中国
における林業経営の発展は国産材や林産物の
安定的な供給，森林資源保全にとって極めて
重要になっている .しかし，林地や林木をめ
ぐる所有権が不明確であることは，林業経営
の発展が難しい一因になっている .とりわけ，
全国森林面積の約 60％を占める集団林では，
農民の経営意欲が失われ，森林の造成，管理，
経営は困難に陥っていた（王登挙，2013）．
中国の集団林では，林地と林木をめぐる権利
関係を中心に 1981 年以降，複数回にわたっ
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て制度改革が行われてきた．現在では，集団
が林地を所有するという前提のもとで，個別
の農家に林地の使用権に当たる請負経営権
（以下，「使用権」という）と林木の所有権・
使用権を付与する家族経営方式が主流となっ
ている．現在，雲南省や四川省，浙江省，安
徽省，湖南省，江西省では，このような家族
経営の山地面積はそれぞれ集団林の総面積の
79.13％，43.67％，96.31％，92.77％，94.56％，
88.57％を占めている（国家林業局，2014）．
集団林の家族経営制度の導入によって，農民
の林業経営に対するインセンティブの向上や
所得の増加，林業生産性の向上，林産業の成
長が期待されている．また，2003 年に「林
業発展の加速に関する決定」（中発，2003：
第 9号文書，以下「決定」という）が行われ，
福建省や江西省，遼寧省などでは集団林権制
度改革が試験的に実施された２）．さらに，
2008 年 7 月に「集団林権制度改革の全面的
推進に関する意見」（中発，2008：第 10 号文
書，以下「意見」という）が公布され，2009 
年 6月，新中国建国以来の初めての中央林業
業務会議が開催された後，集団林の政策的改
革が全面的に推し進められることになった
（国家林業局，2011，pp.2-6）．その主な内容は，
林権（後述）を集団内の個別の農家に付与す
ること，「林権証」の発給を通じて財産権を
保証すること，そして林権の譲渡や売買を促
進させることであった．集団林権制度改革の
成果に関し，Xie ほか（2011）は 8 省 288 村
について，2000 年と 2003 年，2005-06 年の
調査データを利用し，集団林権制度改革の効
果を分析した結果，改革直後に新規の植樹造
林面積が劇的に増加し，森林被覆率が大きく
上昇したが，木材伐採量は増えなかったため
に，その後，造林面積の増加率が次第に減少
することになる．したがって，集団林権制度
改革は短期的に植樹造林を促進する効果があ
ったと指摘した．また，Qin and Xu（2013）は，
福建省の農家調査データ（2006 年度）に基
づき分析した結果，過去の度重なる集団林の
権利関係の政策的改革は，農家に林地所有権
または経営権の長期的・安定的な所有に対す
る高い不信感をもたらし，林業経営への投資

意欲を抑制し，農家は竹林や用材林と比べて
商品林（中国語：経済林）への投資をより好
むことを指摘する．さらに，1981 年から
2004 年まで，南部地域で展開される集団林
経営では，家族経営の林地の小規模化と分散
化によって，農民の造林意欲の減退や林業生
産性の低下が引き起こされ，農民が林業経営
から得られる収入は限られていたため，社会
的厚生損失が 3,202 万元に達したことなども
指摘されている（劉璨，2005；劉璨・于法穏，
2007）．
本稿は 1981 年に開始された一連の集団林
の所有権をめぐる制度改革について，初期野
改革である「三定」３）工作時と，近年の集団
林権制度改革時に分けて，先行研究・文献，
統計データの整理に基づいて，制度改革の内
容を比較したうえで，既存研究では議論され
てこなかった改革に伴う林業経営農家の所得
変化に注目し，集団林権制度改革の特徴と意
義を明らかにする．それを踏まえて，江西省
の集団林権制度改革を事例に，林木や林地の
価格変化，農家の所得改善や森林資源の保全
状況といった側面から制度改革の効果を検討
する．

2．集団林権制度改革の背景

2.1．集団林における権利関係の内実と期待
中国では，森林資源には森林，林木，林地
とそこに生存する植物や動物が含まれる．森
林には竹林が含まれる．林地には，樹冠率が
0.2 以上の喬木林地，疎林地，未成林造林地，
灌木林地，伐採跡地，火焼跡地，苗圃地と，
国および県レベル以上の人民政府が特別に規
定した造林に適応する土地が含まれる（「森
林法実施条例」，第 2条；平野，2005）．一般
的に森林資源資産としては，立木を含める各
種の実物資産，水源涵養などの機能を備える
環境資産，生物多様性および遺伝子資源の保
全などの無形資産，林地を含める土地資産が
含まれるが，環境資産と無形資産に関する計
算そのものは複雑であることに加え，森林資
源資産をめぐる所有権が不明確な場合もしば
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しば存在するため，それを正確に評価するこ
とは困難である．中国の法規定において，森
林資源資産は森林，林木，林地，森林景観資
産，その他の関連資産を指すとされる（「森
林資源資産評估管理暫行規定」，第 3条）．そ
れをめぐる諸権利は「林権」と言われ，通常，
「森林・林木・林地の所有者あるいは使用者が，
法に従って森林・林木・林地に対して，占有，
使用，収益，処分を行う権利」と定義される
（ 福肇・曹康泰，1998，p.7）．今日の中国
の森林は重層的な権利関係が存在し，森林に
対する財産権に当たる林権は「林地」と「林
木」，すなわち「土地」と「立木」に分離さ
れている点において特徴的である．「土地管
理法」（1986 年制定，1998 年，2004 年改訂）
および「森林法」（主席令，1984：第 17 号文
章，1998 年改訂）の規定によれば，①林地
所有権には国家所有（中央または地方政府所
有）と集団所有（郷鎮・村・村民小組所有）
の 2種類がある（「土地管理法」，第 15 条；「森
林法」,第 3条）．個人あるいは農民世帯，私
営企業などの私的主体は林地に対して使用権
のみを有している（「森林法」,第 3条）．②
林地使用権は林地において行使される占有，
使用，収益の権利である（「森林法」,第 3条；
福肇・曹康泰，1998，p.7）．林地使用権を

持つ主体は林地の保護，管理，適切な利用を
行う義務がある（「土地管理法」，第 9 条）．
③林木所有権・使用権は林木に対して，法に
したがって占有，使用，収益，処分を行う権
利であり，個人に付与することも可能である
（「森林法」,第 3 条）．このうち，1981 年以
降の中国の集団林をめぐる権利制度改革で
は，上記①の林地所有権が集団に限定されて
いる中で，②の林地使用権と③の林木の所有
権・使用権（以下，「林権」という）の私的
主体への配分を直接の対象としてきた．
財産権を含める制度の重要性，財産権が経
済成長や労働生産性などに与える影響につい
ては，数多くの既往研究が存在する（Alchian 
and Demsetz，1973；Demsetz，1967，
2002；North，1989 など）．Acemoglu and 
Johnson（2005）は，強化された財産権によ
る権力の制約が広く現れてからこそ，経済は

成長すると指摘し，Knack and Keefer（1995）
は財産権などに関する制度データを使用して
回帰分析を行い ,財産権に対する保護が高い
ほど，経済成長率が高いということを示した．
また，土地所有権などの特定の財産権に関し
て，Davis and North（1970,1971）は，特定
の財産権制度の制定は取引コストを軽減し，
新規投資を促進し，経済成長を実現できると
主張する．林権に近い土地の財産権に関して
は，土地財産権を明確に取り決めることで，
土地に対する投資を促進する効果があり
（Carter and Olino，1996；Lopez，1996；
Deininger et al.，2006），土地の利用効率の
向上や土地取引の活性化が促進されると指摘
さ れ る（Feder and Feeny,1991；Besley，
1994，1995；Demsetz，1967）．また，土地
財産権を明確化することによって，土地の取
引だけではなく，抵当融資が可能になり，土
地に対してより長期的な投資が促されること
にもなる（Braselle et al.，2002；Deininger，
2003）．このため，林権の明確化は土地財産
権と同様に，新規投資を促し，土地の生産性
を高めることが期待される．同時に，土地取
引の促進による利益が得られるため，最終的
には農家の所得の向上につながりうる（Feder 
and Feeny ,1991）との理解も成り立つ．

2.2．集団林をめぐる権利制度改革の経緯
改革・開放期の中国では，1981 年 3 月の
国務院「森林保護と林業発展に関する若干問
題の決定」（中発，1981：第 12 号文書）の公
布を幕開けに，集団林経営をめぐる改革が始
まった．これを契機に，林業の「三定」工作
と呼ばれる権利制度改革が行われ，当時人民
公社・生産大隊等の集団が所有，管理してい
た林地の使用権，それに付随する林木の所有
権などがその構成員である個別農民世帯に分
配された．1987 年，「三定」工作の方針が転
換され，農家への権利分配を差し止めるとい
う指示が共産党の指導者層から出されたが，
1990 年代に入ると集団林の権利の賃貸や譲
渡の動きが見られ，農家のみならず，企業や
個人，政府なども経営主体として加わり，市
場化の深化に伴って集団林の経営の多様化や
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流動化が目立ち始める．2003 年 6 月に中共
中央・国務院は「決定」を公布し，農民の所
得向上と農村の発展を目的とした集団林権利
制度の改革を宣言した．それ以降，集団林権
制度改革の促進は 2004 年から 2008 年まで 5
年連続で共産党と中央政府が最重要視する施
政方針の一つとして，毎年の中共中央・国務
院第 1号文書で取り上げられていた（人民出
版社，2014）．2004 年から福建省や江西省な
どの南部地域では，集団林権に関する試験的
な改革が実施され，その経験を踏まえて，
2008 年に集団林権制度改革の方策指針であ
る「意見」が公布され，翌年の 6月に開催さ
れた建国後の初めての中央林業業務会議で
は，林業は国の重要な基礎産業，公益事業と
して位置付けし，2020 年に「森林面積を
4,000 万ヘクタール，蓄積を 13 億立方メート
ル増やす」という「2つの増量目標」を実現
させ，それに伴う農民の就業と所得向上を促
進するには，集団林権制度の改革を推進しな
ければならないことが強調された４）．
2003 年以降の集団林権制度改革は，「三定」
工作時の制度改革と比べて，その背景や改革
の内容が大きく異なる．まず，背景に関して，
表 1が示すように，「三定」工作は計画経済
がまだ色濃く残っている時期に行われたもの
であり，集団林の所有権の画定に当たっては，
計画経済期の人民公社の生産大隊や生産隊，
個々の社員に諸権利を配分する特徴が見られ
た．これに対して，最近の集団林権制度改革
は対外開放政策の展開と市場経済の深化を背
景に行われたものであり，農家のみならず，
私営企業や外資系企業，個人事業家など多様
な経営主体が林業経営活動に参加することは
可能である．
近年，経済成長による木材需要の拡大に伴
い，中国における林業関連産業の規模は拡大
してきている．木質パネルの生産量が伸び，
アメリカに次ぐ世界第二の生産国になった．
国内木材価格の上昇も激しく，林地や林木の
経済的価値が際立って上昇してきた．これら
を受けて，林地・林木に対する経済的関心が
かつてないほど高まることになった（平野，
2013）．また，森林資源は多様に利用され，

キノコなどの林地での栽培と飼育産業が成長
し，より付加価値の高い製品が生まれ，エコ
ツーリズムに代表される第三次産業も進展し
た．森林関連の諸産業は地域の経済成長，貧
困撲滅に貢献すると考えられるようになっ
た．
また，中国の経済成長に伴い，農家の所得
は向上している．1982 年，1983 年と 1984 年
の農村世帯 1人当たりの年平均純所得５）はそ
れぞれ 309.8 元と 355.3 元，397.6 元であった
ことに対して，2003 年，2004 年と 2005 年の
農村住民一人当たりの年平均純所得はそれぞ
れ2,622.2元，2,963.4元，3,254.9元になった６）．
同時に，通勤兼業と若い世代の出稼ぎの増加
によって，農家の収入源は農業や林業からの
収入だけではなく，農業以外の経済活動から
得られる所得（農外所得）や固定資産の売却
収入なども増え，多様化の一途を辿っている．
さらに，2004 年以降の農業特産税と農業
税の軽減や撤廃は，農家にさらなる経済的イ
ンセンティブを与え，集団林の家族経営のさ
らなる展開を可能にした．また，2007 年に
発足した「物権法」（主席令第 62 号）は農村
土地の請負経営権と林地の請負期間について
明確に定めたことから，過去に行われた改革
時と比べて，個別の農家による長期経営の安
定化が法制度によってより強く保障されるよ
うになった．
一方，「三定」工作と集団林権制度改革に
は共通した目的が見られる．つまり，個別の
農民世帯を林地経営の担い手と想定し，林権
の農民世帯への分配を通じて，集団林の家族
経営化７）を促進することである．家族経営化
によって，農家は林産物の販売や林権の売買・
賃貸からのすべての利益を享受することがで
き，農家の林地経営に対する意欲が最大限に
引き出され，所得の向上につながる．そのた
め，「三定」工作時の制度改革にない集団林
権制度改革の一つの特徴として，表 1の「プ
ロセス」の「付随改革・制度整備を行う」こ
とが挙げられる．付随改革は，林権の流動化
（移転）の加速と規範化，林業への投融資改
革と林業の成長のためのサービスの強化など
が含まれる．具体的には，森林資源資産の評
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表 1　集団林の権利関係を巡る改革の比較
「三定」工作時（1981－） 集団林権制度改革時（2003－）

背景 初期状態 人民公社政社合一の体制を背景に，
集団経済から家族経営に復帰する一
時的な制度改革であると農民が理解
し，高いインセンティブを持つ．

すでに家族経営を主とする多様な
経営体制が形成されている． 

経済体制 計画経済体制 計画経済から市場経済への過渡期
にあるが，市場経済メカニズムが
機能するようになっている． 

対外関係 比較的閉鎖的な国内市場のみ 国際市場に参画
農家の所得 1982 年，1983 年と 1984 年の農村住

民一人当たりの年平均純所得はそれ
ぞれ 309.8 元と 355.3 元，397.6 元．
1985 年，林業収入が世帯総所得に
占める割合は 2.3％（国家統計局，
2007）．

2003 年，2004 年と 2005 年の農村
住民一人当たりの年平均純所得は
そ れ ぞ れ 2622.2 元，2963.4 元，
3254.9 元． 2003 年，2004 年 と
2005 年の林業収入が世帯総所得に
占める割合はそれぞれ 1.8％，1.8％
和 2.0％（国家統計局，2007）．

プロセス 実験的改革 一部代表的なエリア すべての集団林エリア
主なプロセス ①  幹部と農家を対象に勉強会を実

施． 
②  山を査定し，紛争を協調し，農家
と議論して区分けを行う．
③  権利証書を作成し，林業生産責任
制を確立し，森林保護公約を約定
し，林業発展計画を制定．
④検査と検収を行う．

①宣伝と人材育成
②調査と査定，方案作成
③  権利関係の所属を明確化し，権
利証書を発行
④付随改革，制度整備を行う． 
⑤  検査と検収を踏まえ，さらに改
善する． 

内容 権利関係 「林業三定」を中心に，山林の権利
関係の確定を行う．地域によって展
開の形は異なっているが，主なもの
として以下の形態がある．
①  過去に協議を経て，国営林場や伐
採場として割り当てられた集団所
有の山林で，協議に基づいてすで
に支払が完了したものはそのまま
にする．
②  過去に未協議のものについては，
統一経営し利益を各農家に均等に
配分することで，人民公社や生産
（大）隊による集団所有のもとで，
労働者に労働に見合って報酬を与
える．
③  人民公社や生産大隊が土地や労働
力，資金を集めて林場を作る場合
は，山林の権利関係や利益配分方
法について協議し明確化する．
　上記以外に，一部地域では，林業
生産責任制を農業生産責任制と連動
させて実施するケースもある．

①  権利関係の明確化．江蘇省を除
き，ほとんどの省では，集団林
地の所有権と用途が変わらない
ことを前提に，林地請負経営権
（使用権）と林木所有権・使用権
を農家あるいはその他の経営主
体に配分し，「林権証」を発行し
た．
②  上記①の各種権利の流動化（移
転）の加速と規範化．
③  経済利用を主目的とした商品林
の経営に対する規制緩和を実施
した．

請負期間 林木の請負期間は一般的に 5年，10
年と 20 年

林地の請負期間は 30 年，50 年．70
年で，延長や相続，移転は可能．

出所：  「森林保護と林業発展に関する若干問題の決定」（中発，1981：第 12 号文書），「山権・林権の安定
化と林業生産責任性の徹底化に関する状況短報」（国発弁，1981：61 号文書），「林業発展の加速に
関する決定」（中発，2003：第 9 号文書），「集団林権制度改革の全面的推進に関する意見」（中発，
2008：第 10 号文書），「物権法」（主席令第 62 号），国家統計局『中国統計年鑑』（2007）等に基づ
き作成．
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価体系の確立や林業へのマイクロクレジッ
ト，信用貸付制度，林権の抵当貸付制度，森
林保険制度の設置，林業専業合作組織に対す
る扶助などが挙げられている（「意見」，第四
条）．付随改革を通じて，主体改革に伴う林
地の小規模化・分散化による非効率な経営を
回避し，企業・個人事業主などの主体による
林地経営を後押しし，大規模化を実現する．
「権利関係の明確化と農民世帯の便益保護」
（主体改革）と「公正かつ合理的な森林・林
業経営の規模化」（付随改革）を両立させて
いこうというのが，現行の中国の集団林権制
度改革の要諦である（平野，2013）．

3．集団林権制度改革の効果

3.1．  集団林権制度改革の効果―全国・省レ
ベル

表 2 が示すように，1981 年の「三定」工
作に伴い，集団林の家族経営制度が導入され
た直後，農家経営の林地面積を表す山地面
積８）は改革前の 1980 年の平均 0.04 畝 /人９）

から 1985 年の 0.52 畝 /人にまで急増した．
その後，幾度の制度調整を経て，1990 年代
以降，農家経営の平均山地面積は 0.4 ～ 0.5
畝 /人であった．しかし ,2000年以降，山地（林
地）の農地への転換が進み，2003 年には山
地面積は 0.19 畝 /人に大幅に減少した 10）．そ
の後，集団林権制度改革の実施をきっかけに
再び上昇し，2011 年に 0.49 畝 /人まで回復
した．2003 年以降の一連の集団林権制度改
革は，長期的な林地請負経営権と林木所有権・
使用権を農民世帯に配分することを通じて，
再び一人当たりの山地面積の増加を実現した
と考えられる．また，省別農家経営の山地面
積の推移を見ても，2000 年から 2011 年まで
の間，南方集団林区と平原 4省における農家
経営の山地面積は回復の傾向が見られた．平
原 4省と南方集団林区とを比較すると，後者
の変化幅が大きい．とりわけ，全国に先掛け
て集団林権制度改革が行われていた福建省と
江西省では，農家経営の山地面積が大きく増
えていた．

集団林権制度改革による林業に対する投資
を促進する効果に関し，中国では林業に対す
る農家の新規投資に関する公式統計データは
存在しないため，筆者らが世界銀行第 5期技
術援助プロジェクト「中国の集団林権制度改
革関連問題の研究」および国家林業局年度プ
ロジェクト「我が国の集体林権付随政策問題
の研究」を通じて実施した林業農家アンケー
ト調査 11）に基づく各省における林業に対す
る集団林権制度改革後の新規投資の推移は表
3 の通りとなる．「決定」公布以降，全国に
先掛けて試験的に改革が行なわれていた江西
省と福建省，遼寧省では，新規投資が一時増
えていた．また，「意見」の公布直後の 2009
年にも，一部の省において林業への投資が大
幅に増えたことはわかる．すなわち，林権の
明確化は土地財産権と同じように，新規投資
を促す効果が示唆される．上記の省別農家経
営の山地面積の増加も農家による新規投資の
増加によってもたらされるものであると考え
られる． 
上記に加え，林業関連税の減免といった政
府の財政支援は，林業経営に影響与える重要
な要素である（Natasha and Jason,1999，
pp.39-40）．近年の集団林権制度の改革では，
権利関係の明確化だけではなく，農業に対す
る税収軽減措置による林業関連税負担の増加
を緩和するために，林業に関連する税や課徴
金（中国語：費）の撤廃と減免を合わせて実
施したことは特徴的である12）．それによって，
集団林経営の成長を制約した要因の一つであ
る林地経営農家の関連税負担がより軽減さ
れ，林地経営に対するインセンティブが高く
なったと考えられる．

3.2．  集団林権制度改革の効果―江西省を事
例に

江西省の集団林面積は省内の森林総面積の
約 9割を占め，中国の集団林経営において重
要な位置付けにある．江西省での集団林権制
度改革からの経験は，2008 年の全国レベル
での制度改革に対しても多くの示唆を与える
ことができる．林権改革とそれに付随する改
革を通じて，森林資源を増やすと同時に，農
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表 2　農家経営の山地面積の推移（1980 ～ 2011 年）
 単位：畝 /人

1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
全国 0.04 0.52 0.42 0.33 0.33 0.76 0.43 0.44 0.46 0.43 0.43 0.47 
河北 n.a n.a n.a n.a n.a 0.08 0.08 0.08 0.10 0.10 0.10 0.11 
山東 n.a n.a n.a n.a n.a 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 
河南 n.a n.a n.a n.a n.a 0.03 0.04 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 
江蘇 n.a n.a n.a n.a n.a 0.01 0.01 0.02 n.a n.a 0.01 0.01 
浙江 n.a n.a n.a n.a n.a 0.63 0.54 0.65 0.82 0.67 0.61 0.57 
安徽 n.a n.a n.a n.a n.a 0.60 0.47 0.53 0.52 0.46 0.43 0.46 
福建 n.a n.a n.a n.a n.a 1.33 1.11 1.08 1.04 1.07 1.04 1.11 
江西 n.a n.a n.a n.a n.a 0.77 0.84 0.89 0.63 0.72 0.67 0.68 
湖北 n.a n.a n.a n.a n.a 0.60 0.59 0.67 0.59 0.71 0.73 0.80 
湖南 n.a n.a n.a n.a n.a 0.62 0.58 0.58 0.54 0.61 0.52 0.52 
広東 n.a n.a n.a n.a n.a 0.50 0.51 0.49 0.37 0.39 0.46 0.40 
広西 n.a n.a n.a n.a n.a 0.44 0.45 0.45 0.62 0.59 0.54 0.57 
海南 n.a n.a n.a n.a n.a 0.46 0.36 0.36 0.67 0.67 0.52 0.65 
貴州 n.a n.a n.a n.a n.a 0.35 0.34 0.43 0.40 0.50 0.33 1.13 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
全国 0.28 0.28 0.28 0.19 0.21 0.32 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.49
河北 0.19 0.18 0.18 0.07 0.08 0.09 0.1 0.1 0.11 0.12 0.12 0.09
山東 0.04 0.03 0.03 0.01 0.03 0.04 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04 0.03
河南 0.01 0.02 0.02 n.a 0.01 0.02 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.09
江蘇 0.03 0.03 n.a 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
浙江 0.4 0.44 0.44 0.39 0.43 0.42 0.43 0.44 0.42 0.4 0.43 1.13
安徽 0.19 0.19 0.19 0.04 0.09 0.32 0.24 0.3 0.31 0.33 0.34 0.28
福建 0.45 0.47 0.47 0.12 0.38 0.76 1.12 1.25 1.24 1.23 1.24 0.92
江西 0.72 0.65 0.65 0.61 0.64 0.75 0.88 0.98 0.96 1.03 1.05 1.23
湖北 0.37 0.38 0.38 0.34 0.31 0.5 0.55 0.61 0.62 0.67 0.67 1.23
湖南 0.39 0.38 0.38 0.34 0.33 0.56 0.57 0.56 0.53 0.53 0.53 0.83
広東 0.36 0.4 0.4 0.46 0.46 0.37 0.27 0.26 0.28 0.29 0.31 0.58
広西 0.51 0.46 0.46 0.43 0.26 0.63 0.63 0.59 0.57 0.61 0.64 0.81
海南 0.32 0.37 0.37 0.16 0.44 0.88 0.78 0.8 0.86 0.85 0.82 0.8
貴州 0.36 0.35 0.35 0.16 0.19 0.29 0.28 0.26 0.26 0.35 0.32 0.73
出所： 中国農業年鑑編輯委員会編『中国農業年鑑 2001』，『中国農業年鑑 2002』，『中国農業年鑑 2004』，国

家統計局農村社会経済調査司編『中国農村住戸調査年鑑－ 2003』，『中国農村住戸調査年鑑－ 2006』，
統計年鑑編輯委員会編『中国統計年鑑』各年版．

注（1）：n.a.はデータなしを表す．
注（2）： 1993 年の全国平均値 0.76 は，統計年鑑編輯委員会編『中国統計年鑑』1993 年版によるものであ

るが，農村住戸サンプリング調査資料に基づいて計算した 1993 年度の全国平均値は 0.40 である．
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家の所得改善を実現させることができなけれ
ば，農家による長期的な林業経営が実現でき
ない．2008 年以降，中国の人口ボーナスが
継続的に下がっているなか，林業経営に参加
する機会費用は以前より増してきている．し
たがって，林業関連税や課徴金といった市場
メカニズムを活用しながら，政府が農家の収
益をさらに向上させる政策介入手段はますま
す重要となってくる．そこで本節では，江西
省の集団林権制度改革を事例に，農家の税負
担の変化および所得改善状況について検討す
る．
農家が集団林の林地と林木から得られる経
済総収益には地代収益と林地の転売収益があ
る．そのうち，農家の地代収益には，竹材製
品販売収入，育種・育苗販売収入，林業製品
販売収入，茶葉・桑果実販売収入などを含む
家族経営収入の変動，林業生産支出，各種林
業関連税負担の増減などが影響を与える．近
年，集団林権制度改革は集団林の権利関係の
明確化だけではなく，林業に関連する税や課
徴金の撤廃と減免を合わせて実施された．
2004 年，江西省政府は中共中央の「決定」
に基づき，「林業権利制度改革の深化に関す
る意見」を発表し，林木の所有権と使用権，
林地の使用権の明確化に加え，同年の 9月 1
日から木竹農業特産税と木竹関連課徴金を全
面的に撤廃し，集団林の育林基金 13）の徴収
基準と政府間の配分方法について調整し 14），

木竹の生産に従事する企業や個人が取得した
原木や竹を対象に増値税と所得税を免除した
（江西省遂川県林業志編輯委員会，2007 年，
pp.120-121）．また，計画経済期から長年続
いていた国家林業部門による木材の計画的・
独占的買付制度（中国語：林業部門一家進山
収購入制度）が撤廃され，木材買付価格の自
由化が認められた 15）. この一連の集団林権制
度改革による農家の所得改善の効果と農村部
労働力の吸収の状況について，江西省統計局
は 2006 年 6 月に省内 92 の県（または市と区）
で実態調査を行った．以下は，その調査結果
を踏まえ，集団林権制度改革の効果を検証す
る 16）．

（1）．改革による林木の販売価格変化
長年，国家林業部門の独占的な木材買付制
度のもとでは，林業部門や物価部門，税収部門，
計画部門といった政府行政部門が共同で木材
買付価格を取り決めていた．それによって，
農家から木材を買い付ける時の価格は通常の
市場取引価格より低く抑えられていた．2005
年から 2006 年までの集団林権制度改革では，
木材買付制度の撤廃によって，木材買付価格
が市場取引価格と連動するようになり，江西
省の各種主要林木の販売価格が大幅に上昇し
た．2006 年の杉原木と杉材，松原木，松材，
広葉樹材の販売価格は 2004 年と比べ，年間平
均して 41～ 50％，竹材は 79.47％ほど値上が

表 3　農家による林業に対する新規投資の推移（2003－2013 年）
 単位：元

2003 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
山東 383.05 398.19 461.52 668.27 647.94 634.60 375.72 320.90
遼寧 242.27 279.03 215.22 417.34 911.23 799.70 230.05 297.86
河南 1,308.02 1,449.42 1,361.75 1,613.82 1,834.17 1,888.42 1,300.82 1,354.79
四川 277.99 266.01 208.93 414.49 354.12 385.62 380.89 359.20
浙江 1,267.80 1,234.09 1,038.07 1,530.90 1,782.29 2,324.86 2,326.36 2,558.37
福建 460.01 511.04 379.74 533.88 396.93 399.91 911.96 721.02
江西 169.78 258.34 273.62 472.60 431.41 540.33 394.76 687.39
湖南 48.55 60.97 207.23 391.00 268.54 180.49 419.52 316.18
広西 74.04 53.46 56.54 81.48 97.18 115.08 245.48 123.15

出所：  国家林業局経済発展研究中心（2011）「中国の集団林権制度改革関連問題の研究（プロジェクト
A15－09）完了報告書」
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りした（江西省統計局，2006，pp.16-23）．

（2）．改革による林業関連税負担の変化
改革前，江西省には区や省が規定した林業
関連課徴金のほか，一部の県では郷鎮管理費
や林区建設管理基金，山価 17），林業保護建設
費，林区建設基金，価格調節基金，エネルギ
ー基金といった 20 種類を超える課徴金が存
在していた．改革によって，林業関連課徴金
は国が規定した育林基金と植物検疫費の 2項
目を除いてすべて撤廃された．表 4が示すよ
うに，林業経営農家の税負担が大幅に軽減さ
れるようになった．江西省の主要な木材であ
る杉材と松材，竹に関しては，1㎥の杉材（直
径 12cm）の税負担は改革前の 230.91 元から
73.60 元に下がり，販売価格に占める割合も
54.9％から 15.30％に縮小した．同じく松材
（直径 16 ㎝）の税負担は改革前の 204.37 元
から 72.72 元に，販売価格に占める割合は
48.8％から 16.70％になった．竹一尺あたり
の税負担は 3.17 元から 1.02 元に，販売価格
に占める割合は 46.8％から 10.30％になっ
た 18）．その結果，2005 年，江西省の政府レ
ベルでは，1.64 億元の木竹農業特産税の収入
減と 2.3 億元の課徴金収入減，1.57 億元の育
林基金収入減，2.01 億元の増値税および所得

税収入減となったが，農民一人当たりに対し
て間接的におよそ 23.5 元の補助を与えた試
算となる．一方，改革に取り残された育林基
金は木材販売価格の 10 ～ 17％を占め，農家
にとって依然としてもっと大きな税支出であ
る．

（3）．改革による林地転売・賃貸価格の変化
林地の転売価格 19）（中国語：流転価格）に

ついて，江西省における 2006 年上半期の杉
林平均転売価格は 15,629.70 元 /ヘクタール
であり，2005 年と比べて 47.38％，2004 年と
比べて 107.97％の上昇であった 20）．2006 年
上半期の松林の平均転売価格は 11,046.30 元 /
ヘクタールであり，2005 年と比べて 45.60％，
2004 年と比べて 116.53％上昇した 21）．2006
年上半期の広葉樹林の平均転売価格は
8,466.45 元 /ヘクタールであり，2005 年と比
べて 42.19％，2004 年と比べて 97.98％上昇
した 22）．
竹林に関し，年間賃貸価格 23）は 2004 年の
207 元 /ヘクタールから 2006 年の 848 元 /ヘ
クタールへと値上がりした．使用権（10 年）
の転売価格も 2004 年の 1,710 元 /ヘクタール
から 2006 年の 7,290 元 /ヘクタールに上昇し
た 24）．また，林木のない荒山の賃貸価格は

表 4　江西省集団林権制度改革前後における農家税負担の変化状況

項目 単位 第 1種 第 2種 第 3種
改革前 改革後 改革前 改革後 改革前 改革後

合計額 元 230.91 73.60 204.37 72.72 3.17 1.02
　農業特産税 元 35.90 - 37.02 - 0.63 -
　育林基金 元 95.81 71.66 88.06 70.78 1.27 1.00
　植物検疫費 元 1.98 1.94 1.98 1.94 0.12 0.02
　森工企業管理費 元 5.52 - 5.52 - 0.13 -
　県の課徴金平均額 元 41.17 - 31.02 - 0.35 -
　郷・鎮の課徴金平均額 元 25.01 - 20.52 - 0.27 -
　村・組の課徴金平均額 元 19.02 - 14.19 - 0.19 -
　その他の課徴金平均額 元 6.50 - 6.06 - 0.21 -
木材販売価格に占める割合 ％ 54.90 15.30 48.80 16.70 46.80 10.30
注：  第 1種は直径 12cmの杉材 1㎥単位で推計．第 2種は直径 16 ㎝の松材 1㎥単位で推計．第 3種は長さ
1尺の竹 1本単位で推計．

出所：江西省統計局（2006），p.14．
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2004 年の 78 元 /ヘクタールから 2006 年の
276 元 /ヘクタールに，転売価格は 2,025 元 /
ヘクタールから 7,560 元 /ヘクタールへと大
きく上昇した 25）．
江西省での集団林権制度改革では，これま
でに集団が所有し経営してきた用材林や竹
林，商品林を農家に分配し，林地の使用権と
林木の所有権を明確に農家に与えただけでは
なく，林業に関連する一部の税の減免と撤廃
を合わせて実施したことによって，農家の所
得を向上させた．また，制度改革後に林木の
販売価格と林地の転売価格，竹林・荒山の賃
貸価格が上がったことも農家の所得向上に資
した．表 5が示す通り，農家世帯あたりの林
業生産物の販売収入は 2004 年の 336.61 元か
ら 2006 年の 525.17 元に増え，林地の転売収
入は 22.33 元から 59.50 元に増加した．それ
によって，2006 年の林業経営農家の純収入
は 490.7 元に達し，2004 年と比べて約 200 元
増えた（江西省統計局，2006）．
また，集団林関連の権利の明確化は林業へ
の投資にもつながる．江西省における林業へ

の投資状況について，林業投資総額は 2005
年の 10.37 億元から 2006 年の 16.48 億元に増
えた．そのうち，国の財政投資は 6.46 億元
から 10.47 億元に，外国資本はそれぞれ 0.84
億元から 2.02 億元に，自己調達資金は 0.64
億から 0.82 億元に拡大した（江西省統計局・
国家統計局江西調査総隊編，2015）．
さらに，税負荷の軽減は造林面積を増加さ
せ，林業生産性を改善することに結びつく．
劉璨（2005）では，1978 年から 2004 までの
パネルデータに基づき分析した結果，森林の
蓄積量に対する林業関連税の弾力性は
-0.0476 であることが明らかになった．つま
り，林業関連税を 1％軽減すれば，森林の蓄
積量が 0.0476 増加することになる．また，
劉璨・于法穏（2008）では，農業生産性に対
する林業関連税の弾力性が -0.2864 であり，
林業関連税を 1％軽減すれば，林業を含めた
農業生産性が 0.2864 上昇することが示され
ている．それに基づけば，今回の改革におけ
る各種林業関連税の減免や撤廃によって，杉
林の蓄積量はおよそ 1.88％，松林の蓄積量は

表 5　林業経営農家の収支変化
 単位：元

収支項目 2004 2005 2006
家族経営収入 336.61 427.76 525.17
　竹材製品販売収入 64.74 96.69 135.35
　育種・育苗販売収入 4.61 7.80 12.31
　林業製品販売収入 64.70 73.75 84.47
　茶葉・桑果実販売収入 86.67 103.54 126.30
給料収入 27.96 40.06 56.29
　林業給料所得 13.97 20.74 31.19
資産転売収入 22.33 40.27 59.50
　杉林転売平均収入 9.93 19.14 25.08
　松林転売平均収入 2.60 4.71 6.47
　広葉樹林転売平均収入 0.08 0.32 0.43
　竹林転売平均収入 6.24 9.83 15.12
　荒山転売平均収入 3.47 6.26 12.41
収入総額 404.15 529.16 682.87
　現金収入 250.93 353.88 483.55
林業生産支出 125.82 158.90 192.17
純収入 278.33 370.26 490.70
出所：江西省統計局（2006），附表 4に基づき作成．
注：補助金といった政府からの移転性収入は含まない．
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1.53％，竹の立木本数は 1.74％増加すること
が予測される．同時に杉の生産性は 11.34％，
松の生産性は 9.19％，竹の生産性は 10.45％
上昇することとなる．
以上を踏まえると，今回江西省で実施され
た集団林権制度改革は，地域の林業生産を家
族経営をベースに組織化して，林業関連税負
担の軽減などを通じて農家の実質的な供給コ
ストを軽減させ，生産者の所得を拡大するこ
とができたと評価できる．同時に，林地の使
用権と林木の所有権を明確に規定することに
よって，市場における各種権利の流通が可能
となり，農家に林業経営のインセンティブを
与え，林業への新規投資を促進し，短期的に
は山林・土地資源の保全と維持，造林面積の
拡大を実現できることが予測される．さらに，
林地の請負期間を 30 年，50 年，70 年と定め，
期間の延長と請負権利の相続や移転を可能に
したことは，長期的には地域労働力と後継者
の確保に資すると思われる．
今後の課題としては，劉璨（2005）および
劉璨・于法穏（2008）に基づき試算したよう
に，もし林業部門が徴収する育林基金の徴収
基準を現在の 10 ～ 15％からさらに引き下げ
ることができれば，農家の所得と林業の生産
性，森林蓄積量がさらに改善されると思われ
る．他方，林木の販売価格や林地の転売価格
の継続的な上昇も森林蓄積量と林業への投資
の増加を促進している．しかし，育林基金は
森林伐採跡地の整理と更新 ,育成に支出され
るだけではなく，林業部門による林業経営の
ための基本インフラ投資費用や事業費にも充
てられるため，徴収基準の切り下げによる育
林基金収入の減少部分に対して，中央政府ま
たは地方政府からどれほど補填されるかがポ
イントとなる．また，現在の木材販売価格と
林地の転売価格の短期的な上昇はもちろん制
度改革による影響もあるが，そのほか，国内
経済成長に伴う木材需要の増加，輸入木材価
格に影響される部分も大きい．集団林権制度
改革を契機に，国内外の林業経営企業や個人
による新規参入が林木と林地の供給不足を呼
び，短期的な価格上昇につながっている．こ
のような短期的な価格上昇は過剰な森林伐採

を促してしまう恐れがある．中国の林地生産
力と森林の平均蓄積量はもともと低く，森林
の質も先進諸国と比べて極めて低レベルにあ
る．そのため，過剰な森林伐採は林地を荒廃
させ，復旧するには時間がかかる．しかし，
Song et al.（2004）が指摘したように，家族
経営のもとでは，林業経営における生産性と
公平性，分権化の程度が高いが，林業の持続
可能性は比較的低い．現行の集団林権制度の
下では，農家は林地の所有権を持たないため，
林木の所有権がどれほど保障されるかの不信
感は多少残されている．個人が集団林地で造
林する場合，所有主体である集団組織が土地
使用権の個人への譲渡を撤回するようなこと
になれば，その上に生育する立木所有権およ
び使用権も認められなくなる恐れがあるから
である．そう考えた農家は林木の伐採を加速
させたり，林地の使用権を早急に転売したり
したほうが，現時点の自らの利潤を最大化す
ることができると考える．したがって，長期
的な林業経営に対する農家のインセンティブ
を維持させるには，現行の林業部門による伐
採規制や伐採計画の管理を強化しなければな
らない .それだけではなく，生態補償メカニ
ズム 26）を通じての生態林・公益林の経営に
対する補助金 27）や技術指導，長期的な林業
経営を前提とした低利融資といった税や価格
以外のインセンティブ措置の導入も必要であ
ろう．

4．おわりに

本稿は 1981 年に開始された一連の集団林
の林権をめぐる制度改革について，その改革
の主な内容を比較したうえで，直近の 2003
年以降の集団林権制度改革の特徴と意義を明
らかにした．1980 年代と比較して最近の改
革は対外開放政策の展開と市場経済の深化に
伴って，社会的，経済的背景が大きく変化す
る過程で行われたものであり，集団林権制度
改革の実施によって，林業への新規投資が増
え，省別農家経営の山地面積が大きく増えた．
また，江西省を事例に検証した結果，林業関
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連税負担の軽減などを通じて農家の実質的な
供給コストを軽減させ，生産者の所得増大に
資することを明らかにした．同時に，林地の
使用権と林木の所有権を明確に規定すること
によって，農家に林業経営のインセンティブ
を与え，短期的には山林・土地資源の保全と
維持，造林面積の増加を実現することが示さ
れた．
他方，集団林権制度改革を契機に，国内外
の林業経営企業や個人による新規参入が林木
と林地の供給不足を呼び，短期的な価格上昇
につながっている．こういった短期的な価格
上昇は農家に過剰な森林伐採を促してしまう
可能性も指摘できる．したがって，長期的な
林業経営に対する農家のインセンティブを維
持させるには，伐採規制・計画の強化，保全
すべき森林に対する補助金，技術指導，低利
融資といった政策措置の導入が必要である．
本稿では，集団林権制度改革の付随改革に
関し，マイクロクレジット，信用貸付制度，
林権の抵当貸付制度，森林保険制度の設置，
林業専業合作組織に対する扶助などによる林
業経営の促進効果，山林・土地資源の保全効
果などに関する議論が不十分で，制度改革の
効果と課題の全体像を解明するに至っていな
い．この点に踏み込んで検討することを，今
後の課題にしたい．

注
１） 中国の「民法通則」（主席令，1986：第 37 号）
における財産所有権の定義は次のようになる．
財産所有権とは，所有者が法律に依拠して，
自分の財産に対して占有，使用，収益，処分
を行う権利である（第 71 条）．

２） 福建省人民政府「集団林権制度改革の推進に
関する意见」（閩政，2003：第 8 号文書），江
西省人民政府「林業権利制度改革の深化に関
する意見」（贛発，2004：第 19 号文書），遼寧
省人民政府「林業権利制度改革の深化に関す
る意見」（遼政発，2005：第 39 号文書）の導
入によって，福建省は 2003 年，江西省は
2004 年，遼寧省は 2005 年より集団林権制度
の試験的な改革を本格的にはじめた．2007 年
には主体改革をほぼ終え，付随改革を推進し

ている（人民日報，2008/1/16，08 版）．
３） 「三定」とは，山林権の安定，自留山の画定と
責任山（林業生産責任制）の確定である．

４） 中国集団林権制度改革の史的変遷の詳細につ
いては，平野（2013）を参照してほしい．

５） 中国統計年鑑は，農村世帯 1人当たりの平均
純所得に関して，次のように定義する．純所
得とは，農家の当年度の総所得から当該収入
を獲得するために必要な費用および税金，課
徴金，生産のために必要な固定資産償却費，
調査補助金，農村部親戚に対する支出を控除
したものである．

６） 消費者物価指数で実質化した場合，IMF-

World Economic Outlook Databases（2016
年 4 月版）に基づき，基準年 2010 年を 100 と
する場合，1982 年，1983 年と 1984 年の農村
世帯 1人当たりの年実質平均純所得はそれぞ
れ 1451.1 元，1632.1 元と 1778.2 元で，2003 年，
2004 年 と 2005 年 は そ れ ぞ れ 3204.8 元，
3485.9 元，3761.2 元であり，2倍程度上昇した．

７） 集団林の家族経営化とは，集団林の世帯単位
での請負責任制に基づいて，その内実を生産
請負から経営請負，短期請負から中長期請負
等に転換することによって，農家の造林，育
林の積極性を喚起するための改革である．

８） 中国の統計年鑑では「農家経営の林地面積」
を「山地面積」として報告されている．山地
面積には，請負林地面積と自留山面積，植樹
造林面積が含まれる．

９） 中国では，1 畝は 667 平方キロメートル
（0.067ha）と定義している．

10） この現象については，主に退耕還林（草）プ
ロジェクトの実施地域で起きていたことがあ
げられている．退耕還林（草）プロジェクト
とは，生態環境の安定を図るために，厳しい
傾斜地にある耕地を林地・草地に戻す育林補
助事業である（「退耕還林還草試点工作に関す
る意見」，国発，2000：第 24 号文章）．しかし，
補助金の低さや食糧確保の問題などで造林地
の継続的管理より退耕還林者が復耕（耕地に
戻す）を選択し易い状況も生み出されてきた
（賈治邦，2008）．その結果，一部農家は自家
経営の林地を農地に変え，より高い所得を得
ようとした（韋定成，2012）．
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11） 本調査は 2010 年，2012 年と 2014 年に，山東，
河南，遼寧，四川，浙江，福建，湖南，江西，
広西の 9 省で 18 県，54 郷鎮，162 村を選び，
各村で 15 世帯を無作為に抽出し，計 2,430 世
帯を対象に実施した．2003 年，2007 年，2008
年，2009 年のデータは世界銀行第 5期技術援
助プロジェクトを通じて調査したものであり，
2010 年，2011 年，2012 年，2013 年のデータ
は国家林業局年度プロジェクトを用いて調査
したものである．

12） 福建省人民政府「集団林権制度改革の推進に
関する意见」，江西省人民政府「林業権利制度
改革の深化に関する意見」．

13） 育林基金は ,森林を伐採した後 ,直ちにその伐
採跡地を更新し ,新しい森林を育成するため
に設けられた基金である．育林基金は主に伐
採跡地の整理と更新 ,育成に支出されるが，
林業経営のための基本インフラ投資費用や事
業費にも充てており ,原木の販売数量または
販売価格に対し一定の割合で徴収する． 

14） 木材について，育林基金の徴収基準は調整工
業用材林や直径 10 センチ以下の間伐材の販売
価格は 180 元 /㎥に，それ以外の商品材は 360
元 /㎥に調整する．竹について，1元 /本に調
整する．育林基金収入は省と市，県（市，区），
郷（鎮）にそれぞれ 8％，15％，70％，7％配
分することになった．

15） 南方集団林地域では，1985 年に国家林業部門
による木材の計画的・独占的買付制度を一度
撤廃したが，その後，森林資源の乱伐が多発
したため，1986 年に当制度を再起動させた（湖
南省地方志編纂委員会，2005，pp.306-307）．

16） 2006 年 6 月，江西省統計局は省内 92 の県（ま
たは市と区）で，林権制度改革による農家の
所得改善と農村部労働力吸収の状況について
の調査を行った．調査は各県や市，区でそれ
ぞれ 3つの対象郷鎮を抽出し，各郷鎮でさら
に 9世帯を抽出し，計 276 郷鎮，2484 世帯を
一般調査対象とし，崇義や遂川，銅鼓など 12
の重点林業県を重点調査対象として行われた
（江西省統計局，2006，p.2）．

17） 山価（stumpage price），木材が山で伐採され
て道路まで搬出されるところの価格を指す．
山価＝木材価格 -生産コスト -各種税・課徴金

で算出される．
18） 中国では，1尺は 1/3 メートルと定義している．
19） 転売価格とは，個別の農家世帯に配分される
林地使用権（請負経営権）を他の主体に転売
する価格である．

20） 江西省統計局，2006，25 ページに基づき計算．
21） 前掲書，26 ページに基づき計算．
22） 前掲書，27 ページに基づき計算．
23） 賃貸価格とは，個別の農家世帯に配分される
林地使用権（請負経営権）を他の主体に賃貸
する価格である．

23） 江西省統計局，2006，25 ページに基づき計算．
24） 前掲書，29 ページに基づき計算．
25） 前掲書，30 ページに基づき計算．
26） 生態補償メカニズムは，生態保護費用，発展
の機会費用，生態系サービスの価値を総合的
に考慮したうえ，生態保護受益者または生態
損害加害者が，行政や市場等を通じて，生態
保護者または生態損害被害者に対して，金銭，
物品またはその他の物質的利益を提供し，生
態保護者または生態損害の被害者の費用また
は損失を補塡することである（汪勁，2014）．

27） 現在，中国では，森林を機能面から生態公益
林と商品林に区別している．中国の生態公益
林は必ずしも国有林に限定されるものではな
く，集団所有林もその認定対象となる．公益
林とは，生態的効果の発揮を主とする防護林，
特殊用途林であり，日本の保安林に当たる．
近年の木材価格や林業製品の価格の上昇によ
って，経済的収益が高い果樹等を農家が好ん
で植える傾向があり，農家は生態公益林より
商品林を経営するインセンティブがより強い．
2004 年に制定された「中央森林生態便益補償
基金の管理弁法」（財農，2009：第 381 号文書）
では，「国の補償基金は重点公益林の管理者の
造林，育林，保護，管理に対して一定基準に
基づいて，特定資金による補償を行う」と定
めたが，補償基準が低く，経済的な損失を被
った林業農家に対する経済的な補償措置とし
ては不十分な制度である（金紅実ほか，
2013）．
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